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平
成
24
年
度
の
市
・
県
民
税

は
、
平
成
23
年
中
の
所
得
か
ら
算

出
さ
れ
ま
す
。
従
っ
て
、
昨
年
の

中
途
で
退
職
し
現
在
所
得
が
な
く

て
も
、
平
成
23
年
１
月
１
日
か
ら

退
職
す
る
ま
で
に
受
け
た
給
与
な

ど
の
所
得
が
課
税
対
象
に
な
り
ま

す
。一

方
、
こ
と
し
就
職
な
ど
に
よ

っ
て
所
得
が
あ
っ
て
も
、
昨
年
所

得
が
な
か
っ
た
人
は
平
成
24
年
度

の
市
・
県
民
税
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

※
平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
徳

島
市
内
に
住
所
が
な
い
人
で
も
、

同
市
内
に
事
務
所
・
事
業
所
や
家

屋
敷
を
持
っ
て
い
る
人
は
、
均
等

割
を
納
め
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ

り
ま
す
。

平
成
24
年
１
月
１
日
現
在
、
徳

島
市
内
に
住
み
、
平
成
23
年
中
に

所
得
の
あ
っ
た
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
人
で
す
。

▼
営
業
・
農
業
・
不
動
産
な
ど
の

所
得
の
あ
っ
た
人
で
、
所
得
税
の

か
か
ら
な
い
人

▼
給
与
所
得
者
で
、
給
与
以
外
に

所
得
の
あ
っ
た
人

▼
公
的
年
金
等
を
受
給
し
て
い
る

人
で
、
公
的
年
金
等
所
得
以
外
に

所
得
の
あ
っ
た
人

▼
給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
所
得

だ
け
の
人
で
医
療
費
控
除
・
雑
損

控
除
な
ど
の
所
得
控
除
を
受
け
よ

う
と
す
る
人

▼
平
成
23
年
中
に
収
入
が
な
か
っ

た
な
ど
税
の
申
告
義
務
が
な
い
人

で
も
、
平
成
24
年
度
の
所
得
証
明

な
ど
が
必
要
と
な
る
人
、
各
種
行

政
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
受
け
る
た

め
市
で
の
所
得
確
認
が
必
要
と
な

る
人

▼
税
務
署
に
確
定
申
告
書
を
提
出

す
る
人

▼
給
与
所
得
や
公
的
年
金
等
所
得

だ
け
の
人
で
、
源
泉
徴
収
票
の
中

で
受
け
て
い
る
所
得
控
除
以
外
に

所
得
控
除
が
な
い
人

申
告
が
必
要
と
思
わ
れ
る
人
に

は
、
申
告
書
を
送
付
し
ま
す
。
申

告
書
は
、「
申
告
の
手
引
」
を
よ

く
読
ん
で
、
納
税
者
ご
自
身
で
記

入
し
て
く
だ
さ
い(

申
告
書
は
２

月
２
日
発
送
予
定
）。

※
自
宅
に
申
告
書
が
届
か
な
か
っ

た
人
で
、
申
告
の
必
要
な
人
は
、

市
民
税
課
（
市
役
所
２
階
22
番
窓

口
）
ま
た
は
各
支
所
に
あ
る
申
告

書
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

▼
市
・
県
民
税
申
告
書

▼
印
鑑(

ゴ
ム
印
を
除
く)

▼
平
成
23
年
中
の
所
得
計
算
に
関

係
の
あ
る
帳
簿
・
領
収
書
・
給
与

明
細
・
源
泉
徴
収
票
な
ど

▼
平
成
23
年
中
に
支
払
っ
た
国
民 

健
康
保
険
料
、
国
民
年
金
保
険 

料
、
介
護
保
険
料
、
生
命
保
険 

料
、
個
人
年
金
保
険
料
、
地
震
保

険
料
、
医
療
費
な
ど
の
領
収
書
ま

た
は
控
除
証
明
書
な
ど

[

場
所]

市
役
所
２
階
市
民
税
課

[

期
間]

２
月
16
日
㈭
〜
３
月
15

日
㈭
（
土
・
日
を
除
く
）

[

受
付
時
間]

９
時
〜
11
時
、
13

時
〜
16
時

平
成
23
年
分
の
所
得
税
・
贈
与

税
の
確
定
申
告
は
、
３
月
15
日
㈭

が
申
告
・
納
付
の
期
限
で
す
。

▼
事
業
所
得
、
不
動
産
所
得
、
土

地
や
建
物
の
売
却
に
よ
る
譲
渡
所

得
な
ど
が
あ
る
人
で
、
平
成
23
年

中
の
所
得
の
合
計
額
が
、
配
偶
者

控
除
、
扶
養
控
除
、
基
礎
控
除
な

ど
の
所
得
控
除
の
合
計
額
を
超
え

る
人

▼
給
与
所
得
者
で
①
給
与
の
収
入

金
額
が
２
千
万
円
を
超
え
る
場
合

②
給
与
の
支
払
い
を
１
カ
所
か
ら

受
け
て
い
る
人
で
給
与
所
得
お
よ

び
退
職
所
得
以
外
の
所
得
金
額

（
地
代
・
家
賃
・
原
稿
料
な
ど
）

の
合
計
額
が
20
万
円
を
超
え
る
場

合
な
ど

平
成
23
年
分
の
確
定
申
告
か
ら 

「
公
的
年
金
等
の
収
入
合
計
額
が

４
０
０
万
円
以
下
で
、
公
的
年
金 

等
に
係
る
雑
所
得
以
外
の
所
得
金 

額
が
20
万
円
以
下
」
の
場
合
、
所

得
税
の
確
定
申
告
を
す
る
必
要
が

な
く
な
り
ま
し
た
。
所
得
税
の
還

付
を
受
け
る
た
め
の
確
定
申
告
書

を
提
出
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。

ま
た
、
所
得
税
の
確
定
申
告
が

必
要
な
い
場
合
で
あ
っ
て
も
、市
・

県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
場
合
が

あ
り
ま
す
。

［
会
場
］ア
ス
テ
ィ
と
く
し
ま（
山

城
町
東
浜
傍
示
１
）
３
階
第
２

特
別
会
議
室

［
期
間
］
３
月
15
日
㈭
ま
で
（
土
・

日
・
祝
日
を
除
く
。
た
だ
し
、
２

月
19
日
㈰
・
26
日
㈰
は
実
施
）

［
受
付
時
間
］
９
時
〜
16
時

※
ア
ス
テ
ィ
と
く
し
ま
の
駐
車
場

は
、
有
料
（
１
日
２
０
０
円
）
と

な
り
ま
す
の
で
、ご
協
力
を
お
願

い
し
ま
す
。
ま
た
、こ
の
期
間
、

徳
島
税
務
署
庁
舎
内
で
は
、申
告

相
談
会
場
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。

257,612人
122,352人
135,260人
113,275世帯
191.62km2

（ －29）
（ －21）
（ －8）
（ ＋13）

人口
男
女

世帯数
面積

平成24年1月1日現在（前月比）

［
問
い
合
わ
せ
先
］市
民
税
課

（
６
２
１)

５
０
６
３
〜
５
０
６
５

［
問
い
合
わ
せ
先
］徳
島
税
務
署

（
６
２
２
）
４
１
３
１

所
得
税
な
ど

申
告
が
必
要
な
人

申
告
を
し
な
く
て
も
よ
い
人

申
告
書
の
記
入

申
告
に
必
要
な
も
の

申
告
場
所

申
告
相
談
会
場

公
的
年
金
等
を

受
給
さ
れ
て
い
る
人
へ

確
定
申
告
が
必
要
な
人

市
・
県
民
税

平成24年度市･県民税の変更点

■扶養控除の見直し
平成 24 年度から、15 歳まで

の年少扶養親族に対する扶養 
控除（33 万円）が廃止されま 
す。また、16 歳から 18 歳まで 
の特定扶養親族に対する扶養 
控除の上乗せ部分（12 万円）
が廃止され、扶養控除額は 33
万円になります（右参照）。

なお、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止されても、年少扶養親
族が障害者である場合には障害者控除を申告することができます。ま
た、年少扶養親族を非課税要件・寡婦（夫）要件などに反映すること
となりますので、市・県民税の申告をする場合は、必ず扶養親族とし
て名前などを記入してください。
■同居の特別障害者控除の変更

扶養親族が同居の特別障害者である場合、扶養控除の額に 23 万円を
加算する仕組みでしたが、年少扶養親族に対する扶養控除が廃止され
ることに伴い、特別障害者控除の額に 23 万円を加算する仕組みに変わ
ります。

■寄附金税額控除の拡充（適用下限の引き下げ）
寄附金税額控除の適用下限が 5,000 円から 2,000 円に下がります（平

成 23 年１月１日以後に寄附金として支払ったものに限ります）。

■平成 26 年まで軽減税率を継続
軽減税率の適用期限が２年間延長され、平成 26 年度まで据置きとな

ります。

〔扶養控除〕

〔寄附金控除〕

〔上場株式などに係る配当所得・譲渡所得〕

○扶養控除見直しのイメージ図

0～15歳

特定
少

70歳～

万33万33
38万38万

万54万54
〈控除額〉

16～18歳19～22歳23～69歳 〈年齢〉

市では、郵送申告も受け付けています。
［郵送申告の注意事項］ ▼給与・年金などの源泉徴
収票がある場合は、写しを添付してください。

▼生命保険料、国民年金保険料の証明書など必要
な添付書類は必ず添付してください（必要書類の添
付の無い場合は所得控除が受けられません）。

▼申告書の氏名・押印欄および自宅・携帯電話の
番号は必ずご記入ください。

簡簡単単・・便便利利なな郵郵送送申申告告簡単・便利な郵送申告

市･

県
民
税（
住
民
税
）な
ど
の
申
告
時
期
に
な
り
ま
し
た
。こ
と
し
の
申
告
期
間
は
、２
月
16
日
㈭
か
ら 

３
月
15
日
㈭
ま
で
で
す
。市
・
県
民
税
は
、地
方
自
治
体
の
財
政
を
支
え
る
財
源
で
あ
り
、福
祉
・
教
育
・
道

路
整
備
な
ど
市
民
生
活
に
幅
広
く
活
用
さ
れ
て
い
ま
す
。税
金
を
公
正
に
納
め
て
い
た
だ
く
た
め
に
、税
の
申

告
が
必
要
な
人
は
忘
れ
ず
に
早
め
の
申
告
を
お
願
い
し
ま
す
。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

税
の
申
告
を
お
忘
れ
な
く

申
告
受
け
付
け
は
２
月
16
日
〜
３
月
15
日
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と
く
し
ま
動
物
園

で
は
、
来
園
者
サ
ー

ビ
ス
の
維
持
・
向
上

に
充
て
る
財
源
の
確

保
の
た
め
、「
ネ
ー

ミ
ン
グ
ラ
イ
ツ
（
施

設
命
名
権
）」
を
導

入
し
て
い
ま
す
。

平
成
24
年
４
月
か

ら
３
年
間
、
こ
れ
に

賛
同
・
出
資
し
て
い

た
だ
け
る
パ
ー
ト
ナ

ー
企
業
を
募
集
し
ま

す
。

［
募
集
施
設
］
と
く

し
ま
動
物
園
ピ
ク
ニ

ッ
ク
広
場
休
憩
所

［
ネ
ー
ミ
ン
グ
ラ
イ

ツ
の
内
容
］
募
集
施

設
に
企
業
名
ま
た
は

商
品
（
ブ
ラ
ン
ド

名
）
の
愛
称
を
付
け

る
こ
と
が
で
き
ま

す
。

［
愛
称
使
用
期
間
］

平
成
24
年
４
月
１
日

〜
平
成
27
年
３
月
31
日

［
希
望
金
額
］３
年
間
で
１
０
０
万

円
以
上
（
消
費
税
込
み
）

［
愛
称
掲
示
に
伴
う
費
用
負
担
］
新

設
サ
イ
ン
の
設
置
お
よ
び
期
間
終
了

後
の
原
状
回
復
な
ど
に
要
す
る
費
用

は
、
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
に
別
途
負
担

し
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま
た
、
工
事

に
つ
い
て
は
、
同
園
と
協
議
の
上
、

パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
が
発
注
し
、
施
工

す
る
も
の
と
し
ま
す
。

［
命
名
権
者
の
特
典
］

①
パ
ー
ト
ナ
ー
企
業
の
日
と
し
て
、

企
業
の
特
色
を
生
か
し
た
イ
ベ
ン
ト

を
年
２
回
無
償
で
開
催
で
き
ま
す
。

な
お
、
開
催
日
時
や
場
所
は
、
同

園
と
協
議
し
て
決
定
し
ま
す
。

②
と
く
し
ま
動
物
園
の
無
料
入
園
券

を
年
に
１
０
０
枚
贈
呈
し
ま
す
。

［
選
定
方
法
］金
額
、
名
称
な
ど
を

総
合
的
に
判
断
し
て
選
定
し
ま
す
。

［
申
し
込
み
方
法
］と
く
し
ま
動
物

園
ま
た
は
市
役
所
１
階
案
内
窓
口
に

置
い
て
い
る
申
込
書
（
徳
島
市
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

可
）
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
提
出

書
類
を
添
え
て
、

直
接
ま
た
は
郵
送

で
、
２
月
29
日
㈬

（
必
着
）
ま
で

に
、
と
く
し
ま
動

物
園
（
〒
７
７
１

ー
４
２
６
７

渋

野
町
入
道
22
ー

１
）
へ
。

※
詳
し
く
は
徳
島

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ

い
。

[

問
い
合
わ
せ
先]

と
く
し
ま
動
物
園

（
６
３
６)

３

２
１
５

経
済
的
な
理
由
な
ど
か
ら
、
ど
う

し
て
も
国
民
年
金
の
保
険
料
を
納
め

ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
申
請
に
よ
り

保
険
料
の
納
付
が
免
除
・
猶
予
に
な

る
「
保
険
料
免
除
制
度
」
や
「
若
年

者
納
付
猶
予
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
自
営
業
の
人
な
ど
向
け

に
、
老
齢
基
礎
年
金
に
ゆ
と
り
を
プ

ラ
ス
す
る
公
的
な
年
金
制
度
「
国
民

年
金
基
金
」
も
あ
り
ま
す
。

被
保
険
者
と
そ
の
配
偶
者
お
よ
び

世
帯
主
の
所
得
が
一
定
額
以
下
で
保

険
料
の
納
付
が
困
難
で
あ
る
、
ま
た

は
法
律
で
定
め
ら
れ
て
い
る
要
件
に

該
当
す
る
場
合
は
、
左
表
の
免
除
制

度
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

免
除
が
承
認
さ
れ
る
と
、
そ
の
期

間
は
年
金
受
給
資
格
期
間
と
し
て
計

算
さ
れ
、
免
除
を
受
け
た
期
間
の
年

金
額
は
、
全
額
納
付
し
た
と
き
の
２

分
の
１
〜
８
分
の
７
と
し
て
計
算

（
平
成
21
年
４
月
免
除
分
か
ら
）
さ

れ
ま
す
。

ほ
か
の
年
齢
層
に
比
べ
て
所
得
が

少
な
い
若
年
層
の
た
め
の
保
険
料
の

猶
予
制
度
で
す
。
30
歳
未
満
の
被
保

険
者
と
そ
の
配
偶
者
の
所
得
が
一
定

額
以
下
の
場
合
は
、
被
保
険
者
が
30

歳
に
到
達
す
る
日
の
前
月
ま
で
の
保

険
料
納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す
。
そ
の

期
間
は
、
年
金
の
受
給
資
格
期
間
と

し
て
計
算
さ
れ
ま
す
が
、
年
金
額
に

は
反
映
さ
れ
ま
せ
ん
。

[

申
請
方
法]

年
金
手
帳
、
印

鑑
（
ゴ
ム
印
は
不
可
）
な
ど

を
持
っ
て
、
保
険
年
金
課
11

番
窓
口
（
市
役
所
１
階
）
へ

お
越
し
く
だ
さ
い
。
平
成
22

年
４
月
以
降
の
失
業
に
よ
り

申
請
を
さ
れ
る
場
合
は
、
失

業
が
確
認
で
き
る
雇
用
保
険

被
保
険
者
離
職
票
ま
た
は
雇

用
保
険
受
給
資
格
者
証
な
ど

が
必
要
で
す
。

代
理
申
請
の
場
合
は
、
委

任
状
と
代
理
人
の
身
分
証
明

書
（
運
転
免
許
証
、
健
康
保

険
証
な
ど
）
が
必
要
（
同
居

の
親
族
が
申
請
さ
れ
る
場
合

は
、
委
任
状
は
不
要
）
で

す
。

な
お
、
前
年
度
の
全
額
免
除
申
請

ま
た
は
若
年
者
納
付
猶
予
申
請
が
承

認
さ
れ
て
い
る
人
で
、
継
続
申
請
に

よ
り
既
に
本
年
度
分
の
免
除
な
ど
の

承
認
を
受
け
て
い
る
人
は
、
申
請
を

す
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

※
所
得
審
査
は
年
金
事
務
所
で
行
わ

れ
る
た
め
、
審
査
の
対
象
と
な
る
人

（
被
保
険
者
、
配
偶
者
、
世
帯
主
）

の
所
得
申
告
が
な
い
場
合
は
、
申
告

が
必
要
で
す
。

［
追
納
］
免
除
ま
た
は
納
付
猶
予
を

受
け
た
期
間
の
保
険
料
は
、
10
年
以

内
で
あ
れ
ば
追
納
す
る
こ
と
が
で

き
、
追
納
す
れ
ば
将
来
の
年
金
額
に

反
映
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
追
納
す

る
額
は
、
２
年
を
超
え
る
と
そ
の
当

時
の
保
険
料
に
一
定
の
額
を
加
算
し

た
金
額
に
な
り
ま
す
。

自
営
業
や
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
な
ど
、

国
民
年
金
第
１
号
被
保
険
と
し
て
保

険
料
を
納
付
さ
れ
て
い
る
人
が
、
安

心
し
て
老
後
を
過
ご
せ
る
よ
う
に
、

老
齢
基
礎
年
金
に
ゆ
と
り
を
プ
ラ
ス

す
る
公
的
な
年
金
制
度
で
す
。
掛
金

が
全
額
社
会
保
険
料
の
控
除
対
象
に

な
る
な
ど
、
税
制
上
の
優
遇
措
置
が

あ
り
ま
す
。詳
し
く
は
、徳
島
県
国

民
年
金
基
金
（

０
１
２
０
ー
６
５

ー
４
１
９
２
）
へ
。

な
お
、
２
月
２
日
㈭
９
時
〜
17
時

に
、
保
険
年
金
課
11
番
窓
口
（
市
役

所
１
階
）
に
国
民
年
金
基
金
の
相
談

コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。
こ
の
機

会
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
の
さ
ま
ざ
ま
な
制
度

ご
存
じ
で
す
か
？

免
除
制
度

若
年
者
猶
予
制
度

国
民
年
金
基
金

免
除
・
納
付
猶
予
の

手
続
き

区 分 保険料 受 給 時
法
定
免
除

・障害基礎年金の受給権者になったとき
・生活保護(生活扶助)を受けているとき（生活保護を
受け始めたとき、廃止になったときは、徳島市への届
け出が必要） 全額免除 年金額に２分の１

が反映

申

請

免

除

所得が一定額以下で、保険料の納付が困難な人は、申請
により保険料の全額を免除。

所得が一定額以下で、保険料の全額納付が困難な人は、
申請により保険料の４分の３を免除。

月額
3,760円

年金額に８分の５
が反映

所得が一定額以下で、保険料の全額納付が困難な人は、
申請により保険料の半額を免除。

月額
7,510円

年金額に４分の３
が反映

所得が一定額以下で、保険料の全額納付が困難な人は、
申請により保険料の４分の１を免除。

月額
11,270円

年金額に８分の７
が反映

市では「徳島市市民参加基本条例」を制定し、市の基本的な制度を定める
条例や計画の策定の際には、この条例に基づき「市民参加手続」を実施して
います。
平成22年度に市民参加手続が実施された下表の六つの施策について、

昨年12月に徳島市市民参加推進本部を開催し評価を行いました。
このたび、この評価結果について市民の皆さんのご意見を募集します。
評価結果は、徳島市ホームページで公表しています。
※市民参加手続の詳細は、徳島市ホームページをご覧いただくか、各施策
の手続き実施課までお
問い合わせください。
［募集期間］３月１日
㈭まで
［提出方法］徳島市ホ
ームページ「電子申
請」から
［問い合わせ先］
総務課（ ６２１ー５０１６）

自転車を利用する際には、次の自転車安全利用「五則」を守り、安全利用
に努めましょう。
①自転車は車道が原則、歩道は例外
ただし、標識で指定された「自転車通行可」の歩道は
通行できます。できるだけ、「通行可」の歩道を通行しま
しょう。
②車道は左側を通行
後方から来る車に注意し、車道の左側の端に寄りましょう。
③歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
歩道に通行指定部分があるときに限り、歩行者がいないときには、すぐに

徐行に移ることができる安全な速度で通行できます。
④安全ルールを守る

▼飲酒運転・二人乗り・並進の禁止 ▼夜間はライトを点灯 ▼交差点での信
号遵守と一時停止・安全確認
⑤子どもはヘルメットを着用
自転車を運転する13歳未満の子どもや、補助いすなどで自転車に同乗す

る６歳未満の子どもにヘルメットを着用させることは、保護者の義務です。
[問い合わせ先]市民生活課（ ６２１ー５１３０）

徳島市市民参加基本条例に基づき
皆さんの意見を募集します

自転車を安全に利用しましょう！

評価対象施策 手続き実施課 電話番号

徳島駅周辺及び二軒屋駅付近まちづくり計画 まちづくり推進課 621ー5270

徳島市教育振興基本計画 教育委員会総務課 621ー5405

徳島市立図書館移転拡充事業計画 教育委員会社会教育課 621ー5566

第２次徳島市環境基本計画 環境保全課 621ー5213

男女共同参画プラン・とくしま 改訂版 女性センター 624ー2611

「心おどる水都・とくしま」発信プラン 企画政策課 621ー5085

[

問
い
合
わ
せ
先]

保
険
年
金
課

 
（
６
２
１
）
５
１
６
２

ネーミングライツのパートナー企業を募集
とくしま動物園ピクニック広場休憩所

▲自転車通行可の標識

年 金 手 帳

社会保険庁

年 金
手 帳

社会保
険庁
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介護教室
▶沖浜デイ教室＝ ２月15日
㈬・22日㈬・29日㈬（全３回）
19:00 〜 21:00 沖 浜 デ イ
サービスセンター（ふれあい
健康館１階 沖浜東２）▶加茂
名デイ教室＝ ２月17日㈮・
24日㈮・３月２日㈮（全３回）
19:00 〜 21:00 加茂名デイ
サービスセンター（庄町５）

▶｢介護者のための肩こり、
腰痛対策｣▶｢介護技術（歩行
介助、車いす介助など）と認知
症予防｣▶「介護予防〜元気
で長生き〜」 市民 各20人

（先着） 動きやすい服装、筆
記用具

市社会福祉協議会（ 625ー
4356）

けんこう食卓くらぶ

２月16日㈭10:00 〜 13:00
保健センター調理実習室（ふ

れあい健康館２階 沖浜東２）
食育の啓発を実践する食育

メイトが講師となり、｢もっと
食べよう野菜料理｣をテーマ
に、健康レシピの紹介や調理実
習を行います。 市内在住の小
中学生の保護者 20人（先着）

500円 エプロン、三角巾、
マスク、布巾

同センター（ 656ー0534）

ペットの足形ガラス製
記念品の制作

２月19日㈰10:00 〜 16:00

徳島ガラス
スタジオ（勝占
町中須） サン
ドキャスト技法
で犬や猫の足
形のガラス製

記念品を制作します。 20人
（先着） 足形のサイズごとに
2,000 〜 3,000円

同スタジオ（ 669ー1195）

男女共同参画市民講座
２月20日㈪13:30〜15:00 
ホテル千秋閣７階（幸町３）
｢働き方見直し大作戦〜仕

事・家庭・地域の両立のコツ
とは？〜｣をテーマに渥美由喜
さん（内閣府男女共同参画会議
専門委員）が講演を行います。

150人（抽選）※託児（１歳〜
小学校就学前）の希望者は申込
時にご連絡ください。

２月13日㈪までに電話また
はファクス､メールで〈名前/ 
住所/電話番号〉を女性セン 
ター（ 624ー2611 FAX624ー
2612 jyosei_center@
city.tokushima.lg.jp）へ

くらしの講座
２月20日㈪13:30〜15:00 
内町公民館会議室（アミコビ

ル５階） ｢賢い遺言書の作り
方教えます｣をテーマに栗坂滿
さん（徳島公証役場公証人）が
講演を行います。 市民 40
人（先着）

消費生活センター（ 625ー
2326）

中国人観光客接客コミュ
ニケーション研修

２月23日㈭①9:30〜11:30
②13:00〜15:00 ホテル千
秋閣６階 中国語の講義や中
国人観光客をもてなすための
接客実習など。

市民 各30人（先着）
電話またはファクスで〈希

望時間/名前/住所/電話番号〉
を観光課（ 621ー5232 FAX

621ー5457）へ

赤ちゃんガラス製記念品制作
２月26日㈰９:00 〜 12:00/

13:30 〜 16:30 徳島ガラス
スタジオ 赤ちゃんの足形や
手形のガラス製品を制作しま
す。 足形３カ月児/手形１歳
児〜 各10人（先着） １個
4,000 〜 5,000円

同スタジオ（ 669ー1195）

リフォーム講習会
２月27日㈪13:30〜15:00 
内町公民館会議室 古い木

綿布で草履を作ります。 市
民 20人（抽選） 木綿地（浴
衣、シャツ、シーツなど）、裁縫
道具（はさみ･さし･針）、千枚通
し、洗濯挟み５個

往復はがきに〈講習名/住所/
名前/電話番号/返信宛名〉を書
いて、２月17日㈮（当日消印有
効）までに、消費生活センター

（〒770ー0834 元町１ー24 
625ー2326）へ

市立保育所短時間勤務保育士
４月１日から市立保育所で、

午前または午後に短時間（１日
３時間）の勤務をする保育士を
若干名募集します。応募資格
は、保育士登録をしている人、
または３月31日までに登録見
込みの人です。

２月14日㈫までに履歴書
を直接または郵送で、保育課

（ 〒770ー8571 幸町2ー5 市
役所南館２階 621ー5195）へ

徳島城射初め演武
２月11日（祝）10:00 〜※雨

天時は12日 旧徳島城表御殿
庭園 徳島射初め保存会（浦上

募  集

催  し

同門会有志）の皆さんが演武し
ます。※同日13:00から、新成
人（弓道経験者）による競技形
式の｢新成人記念射会｣を開催
します。

徳島城博物館（ 656ー2525）

徳島市長選挙立候補予定
者説明会を開催します

２月10日㈮10:00 〜（受け
付けは9:45 〜） 市役所13階
第１研修室 ３月25日執行予
定の市長選挙の立候補予定者
説明会を開催します。届出書な
どを配布しますので関係者は
出席してください。

選挙管理委員会事務局（
621ー5373）

都市計画審議会を開催します
２月15日㈬14:00 〜 市役

所南館４階第２委員会室 議
題は｢徳島東部都市計画区域マ
スタープランなどの変更につ
いて｣ 10人

傍聴の申し込み方法など詳
しくは、市ＨＰをご覧いただく
か、お問い合わせください。

都市政策課（ 621ー5265）

物品納入業者の登録申請の
追加受け付けを行います

市が４月１日〜平成25年9
月30日に発注する物品関係
の指名競争入札参加資格審査
申請を追加で受け付けます。
要領・申請用紙は、市ＨＰか
らダウンロードするか、直接
管財課（市役所７階）へお越し
ください。

所定の用紙で2月29日㈬（当
日消印有効）までに、郵送また
は直接管財課（〒770ー8571
幸町2ー5 621ー5055）へ

農地の貸し借りの申し出
を受け付けます

市では農業経営基盤強化促
進法による農地の貸し借り（利
用権設定）の申請を受け付けて

います。
利用権設定の主な特徴は▶

農地法の許可が不要▶契約期
間が過ぎれば離作料を支払う
ことなく必ず農地を返しても
らえる－などです。

市街化調整区域内の農地で、
借り手は経営規模の拡大を志
向する農家

貸し手・借り手の印鑑、貸借
する土地の登記事項証明書を
持って、２月９日㈭までに農業
委員会事務局（市役所３階
621ー5393）へ

法務局の｢休日相談所｣を
ご利用ください

２月12日㈰10:00〜15:00 
徳島クレメントプラザ５階

クレメントサロン（寺島本町西
１） 登記、供託、相続、土地の
境界、隣近所のトラブルなどの
無料相談を実施します（予約不
要）。

徳島地方法務局総務課（
622ー4318）

阿波おどり会館臨時休館
保守点検のため、２月８日㈬

は臨時休館します。
また、阿波おどり会館３階

の｢阿波おどりミュージアム｣
は、映像システム更新作業の
ため、２月13日㈪〜 29日㈬ご
利用いただけません。

同会館（ 611ー1611）

眉山ロープウェイ運行休止
施設の総点検（１年検査）の

ため、２月13日㈪〜 23日㈭運
休します。

眉山ロープウェイ（ 652ー
3617）

おしらせ

とくしま植物園「雑草いけ
ばな教室」の受講生募集

ごみ袋の飛散防止に
ご協力ください

原付・軽自動車などの
廃車手続きは３月30日までに！
軽自動車税は、毎年４月１日現在の所有者（使

用者）に課税します。乗れなくなった原動機付自
転車や軽自動車などの廃車手続きをしていない人
は、３月30日㈮までに下表の各場所で手続きをし
てください。廃棄・盗難・譲渡などにより既に所
有していない場合も、手続きが必要です。

[問い合わせ先]市民税課（ 621－5067）

[とき]２月26日
㈰10:00〜12:00
[ところ]とくし
ま植物園緑の相
談所
[内容]季節の草 
花を使って、「い
よかんおひなさま」を作ります。
[対象]市内在住・在勤・在学の人
[定員]20人（抽選）
[参加費]500円
[申し込み方法]はがきに、教室名、住所、
名前、電話番号を書いて、２月10 日㈮（必
着）までに、とくしま植物園緑の相談所

（〒 771－4267 渋野町入道 45－1
636－3131）へ。徳島市ホームペー

ジ「電子申請」からも申し込みできます。

市内の一部のごみ集積場で、
風に飛ばされたごみ袋が通行
の妨げとなったり、車などに踏みつぶされたごみ袋の中
身が散乱したりするなど、飛散したごみ袋が、生活環境
に悪影響を及ぼしています。ごみ袋の飛散を防ぐために、
次のことに注意してごみを出してください。
▶空気を抜いてしばる＝プラスチック製容器包装など、
収集時に風で飛ばされやすいごみは、できるだけごみ袋
の空気を抜いて出してください。 
▶袋と袋を結ぶ＝二つ以上のごみ袋を出す場合、それぞ
れのごみ袋の結び口を結び合わせて出してください。 
▶朝8:30直前に出す＝できるだけ決められた収集日の
朝、8:30 直前に決められた場所に出してください。 
▶ネットをかぶせる＝ごみ袋にネット（ホームセンター
などで販売）をかぶせると、風で飛ばされにくく、飛散
を防ぐことができます。
[問い合わせ先]市民環境政策課（ 621－5202）

 車種 手続き場所 必要なもの

原動機付自転車
小型特殊自動車

市役所
市民税課

621－5067

・名義人の印鑑
・ナンバープレート
・登録受付書

軽四輪車など
［軽二輪(126～
250cc)を含む］

県軽自動車協会
641－2010 詳しくは左記まで

250㏄を超える
二輪車

四国運輸局
徳島運輸支局 

050－5540－2074
詳しくは左記まで

２月の休日窓口
（毎月第２・４日曜日）
12日㈰・26日㈰8:30〜

12:00 市役所１階 住民
票・戸籍謄抄本の交付、印鑑
登録、住民異動届など

さわやか窓口相談室（
621–5039）
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徳
島
市
で
は
、
水
と
緑
に
Ｌ
Ｅ
Ｄ

（
発
光
ダ
イ
オ
ー
ド
）
の
「
光
」
の

要
素
を
加
え
、
他
都
市
に
は
な
い 

新
た
な
魅
力
を
持
つ
「
水
都
・
と

く
し
ま
」
の
創
造
に
取
り
組
ん
で

い
ま
す
。
こ
の
た
び
、
そ
の
一
環

と
し
て
、
新
町
橋

に
、「
光
の
マ
ト

リ
ッ
ク
ス

｜

白
色

Ｌ
Ｅ
Ｄ
に
よ
る
オ

ペ
レ
ッ
タ
」
と
題

し
た
、
ド
イ
ツ
人

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

ミ
シ
ャ
・
ク
バ
ル

さ
ん
の
作
品
を
整

備
し
ま
す
（
上
写

真
は
作
品
の
完
成

イ
メ
ー
ジ
）。

同
作
品
は
、
新

町
橋
の
底
面
に
、

白
色
Ｌ
Ｅ
Ｄ
約
８ 

７
０
０
個
を
使
っ

て
96
本
の
光
の
ラ

イ
ン
を
つ
く
り
、

さ
ま
ざ
ま
な
パ
タ
ー

ン
の
リ
ズ
ム
で
点
灯

さ
せ
る
も
の
で
す
。

川
の
流
れ
や
ま
ち
の

音
な
ど
の
自
然
の
リ

ズ
ム
と
Ｌ
Ｅ
Ｄ
の
光
の
競
演
を
楽
し

め
る
作
品
に
な
り
ま
す
。

３
月
末
に
完
成
し
、
４
月
20
日
か

ら
開
催
さ
れ
る
「
徳
島
Ｌ
Ｅ
Ｄ
ア
ー

ト
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
１
３ 

Ｈ

Ｏ
Ｐ
」
に
合
わ
せ
て
、
点
灯
が
始
ま

り
ま
す
。

点
灯
時
間
は
、
日
没
か
ら
22
時
ま

で
。
た
だ
し
、
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
イ
ー

ク
や
阿
波
お
ど
り
期
間
、
ク
リ
ス
マ

ス
な
ど
は
、
点
灯
時
間
を
延
長
す
る

予
定
で
す
。

徳
島
を
元
気
づ

け
、
地
域
の
発
展
に

つ
な
げ
よ
う
と
活
動

し
て
い
る
元
気
な
女

性
た
ち
を
表
彰
す
る

「
第
２
回
き
ら
め
く

女
性
大
賞
」
の
最
終

選
考
会
を
次
の
と
お

り
開
催
し
ま
す
。

選
考
会
で
は
、
一

次
選
考
を
通
過
し
た

入
賞
者
９
組
が
登

壇
。
そ
れ
ぞ
れ
の
活

動
内
容
を
発
表
し
ま
す
。
彼
女
た
ち

の
元
気
い
っ
ぱ
い
の
声
を
聞
き
に
、

ぜ
ひ
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

［
と
き
］２
月
18
日
㈯
17
時
～
（
開
場

は
16
時
30
分
）

［
と
こ
ろ
］ふ
れ
あ
い
健
康
館
ホ
ー
ル

［
内
容
］▽
き
ら
め
く
女
性
大
賞
入
賞

者
に
よ
る
発
表
▽
高
橋
静
山
流
静
山

会
師
範
の
戸
村
恵
里
さ
ん
に
よ
る
津

軽
三
味
線
演
奏
会
▽
審
査
結
果
発
表

と
表
彰
式

［
入
場
料
］無
料
（
直
接
会
場
へ
お
越

し
く
だ
さ
い
）

※
詳
し
く
は
徳
島
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い

徳
島
市
で
は
、「
パ
ー
ク
ア
ド
プ

ト
事
業
」
の
参
加
団
体
を
募
集
し
て

い
ま
す
。

こ
の
事
業
は
、
公
園
な
ど
の
ア
ド

プ
ト
活
動
（
除
草
、
清
掃
、
公
園
の

芝
生
化
や
管
理
、
草
花
の
水
や
り
な

ど
）
を
行
っ
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
団
体
な
ど
に
対
し
て
、
市
が

用
具
の
貸
与
や
、
障
害
・
賠
償
保
険

へ
の
加
入
費
な
ど
の
支
援
を
行
い
、

美
化
意
識
の
向
上
と
市
民
参
加
の
ま

ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
も
の
で
す
。

参
加
概
要
な
ど
は
次
の
と
お
り
で

す
。
身
近
な
公
園
を
み
ん
な
の
力
で

き
れ
い
に
す
る
活
動
を
始
め
て
み
ま

せ
ん
か
。

［
対
象
と
な
る
公
園
］市
と
市
の
指
定

管
理
者
（
公
園
緑
地
管
理
公
社
）
が

管
理
す
る
公
園
な
ど
１
２
９
カ
所

［
参
加
対
象
］次
の
①
～
④
の
い
ず
れ

か
に
該
当
す
る
５
人
以
上
の
団
体

①
町
内
会
な
ど
の
地
域
住
民

②
企
業
ま
た
は
従
業
員

③
小
学
校
・
中
学
校
・
高
校
・
大
学

生
な
ど
（
小
・
中
学
生
は
保
護
者
ま

た
は
監
督
者
が
必
要
で
す
）

④
そ
の
ほ
か
公
園
の
愛
護
活
動
を

行
っ
て
い
る
団
体

［
活
動
内
容
な
ど
］参
加
団
体
は
、
活

動
内
容
と
区
域
（
公
園
の
一
部
の
み

の
活
動
も
可
）
に
つ
い
て
、
徳
島
市

と
協
定
を
結
び
、
パ
ー
ク
ア
ド
プ
ト

活
動
を
年
３
回
以
上
行
っ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
ま
た
、
参
加
者
の
活
動
を

顕
彰
す
る
た
め
、
担
当
す
る
公
園
に

パ
ー
ク
ア
ド
プ
ト
表
示
板
を
設
置
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

申
し
込
み
方
法
や
対
象
と
な
る
公

園
な
ど
詳
し
く
は
、
公
園
緑
地
課
ま

で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▲

パ
ー
ク
ア
ド
プ
ト
活
動
の
一
例

▲

昨
年
の
き
ら
め
く
女
性
大
賞
最
終
選
考

会
表
彰
式
の
様
子

人権尊重社会の実現を目指す取り組みの一環として、
「人権を考える市民のつどい」を開催します。

多数、ご来場ください。
［とき］２月13日㈪13:00～14:30
（開場は12:30）
［ところ］徳島市立文化センター
［内容］人権問題講演会「二つの国 
のはざまで翻弄（ほんろう）され続
ける家族」
［講師］蓮池透さん（北朝鮮拉致被 
害者・蓮池薫さんの兄）=写真
［入場料］無料 ※手話通訳、要約筆記、託児があります。
［問い合わせ先］人権推進課（ 621－5169 FAX655－
7758）

人権を考える市民のつどい２/13
 開催

とくしま動物園では、子どもたちを対象に、園内の動 
物などを粘土細工で表現した作品を募集する「粘土細工
コンテスト」を実施します。承諾をいただけた入賞作品
は、園内で展示しますので、多数のご参加をお待ちしてい
ます。
［とき］２月 11 日㈷ 9:30 ～
14:00
［対象］小学生以下の子ども
［内容］油粘土を 9:30 から動
物園センターで配布します

（先着 200 個）。紙粘土やヘ 
ラ、画板などの道具類はあらかじめご準備ください。作品
の提出が参加申し込みとなります。作品の審査は 12:00
～ 14:00 に行います。
［参加費］無料
［問い合わせ先］とくしま動物園（ 636－3215）

徳島城博物館に春を告げる企画展「ひ
な人形の世界」を２月４日～４月８日、開
催します。

同展では、「立雛」や「享保雛」、「有
職雛」、「古今雛」（＝右上写真）など、 
さまざまな様式を取りそろえてひな人形
の歴史をたどります。

また、蜂須賀家伝来の「天児（あまが
つ）」、市民から寄贈された「御殿飾」

（＝左写真）
や「段飾り」
のほか、「束
帯 」「 女 房
装 束（ 十 二
単）」なども
展示します。

守り伝えられた雅
やかな生活文化で
あるひな祭りに触
れてみませんか。

さらに、五月人
形コーナーでは、「武
者人形 楠木正成」の展示にあわせて、太
平記の世界を描いた歴史画作品なども紹
介します。心和む日本の人形文化の世界
をお楽しみください。
■学芸員による展示解説
［とき］2月4日㈯・3月3日㈯13:30～14:30
［入館料］大人300円、高校・大学生200円、 
中学生以下は無料
［問い合わせ先］徳島城博物館（ 656－
2525）

２/４㈯～４/８㈰ 徳島城博物館で
春の企画展 「ひな人形の世界」 を開催

２/11㈷ とくしま動物園で
粘土細工コンテストを実施

新
町
橋
で
Ｌ
Ｅ
Ｄ
景
観
整
備
事
業

を
実
施
し
ま
す

［
問
い
合
わ
せ
先
］経
済
政
策
課 

（
６
２
１
）５
２
２
５

［
問
い
合
わ
せ
先
］公
園
緑
地
課 

（
６
２
１
）５
２
９
５

パ
ー
ク
ア
ド
プ
ト
事
業
の

参
加
団
体
を
募
集
し
ま
す

［
問
い
合
わ
せ
先
］経
済
政
策
課 

（
６
２
１
）５
２
２
５

元気な女性たちに会いにきてください！

きらめく女性大賞最終選考会を開催


